
この日付が「リフォーム工事を完了した日以降」のものが必要です

所有者欄に記載されている住所が「リフォーム工事を実施した住宅の住所」と
異なる場合は、所有者様がリフォーム工事を実施した住宅に住んでいることが
わかる住民票もしくは運転免許証等のコピーを提出ください。

■建物の所有が共有名義となっている場合で、それぞれが減税申告する場合は、
それぞれの氏名で 1通ずつの証明書作成となります。
（連名での記載はいたしません）
ぞれぞれの氏名で証明書が必要かどうかについては税務署等にお問い合わせいただき、
証明書がどなたの氏名で合計何通必要なのか、依頼書に明記ください。
なお、同一工事で複数の証明書を発行する場合は、割引があり、
1通目が 9,900 円、2通目以降が 5,500 円となります。

単独所有の場合は、「所有者／住所
／氏名」が記載されています


